
当会では例年５月の総会時に、会員事業所の従業員を対象に、優良従 

業員表彰を実施しております。勤続年数５年以上の方が対象になります。 

会員事業所に該当者がいらっしゃいましたら、 

申請くださるようお願いいたします。 

※別添(同封)の優良従業員(事業所)推薦書にご記入の上、 

令和５年３月１０日(金)までに提出して下さい。 

表彰者が決定次第、改めてご案内致します。 

・年末調整（源泉所得税）･･･ 随時～１月２０日(金) 
・各従業員への源泉徴収票の交付の期限･･･ １月３１日(火) 

・市町村への給与支払報告書の提出期限･･･ １月３１日(火) 

・所得税の確定申告･･･ ２月１６日(木)～３月１５日(水)  
・消費税の確定申告･･･ ２月１６日(木)～３月３１日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も、県税理士会成田支部による所得税及び消費税の確定申告指導会を 

開催いたします。ぜひご利用ください！指導会は予約制です。 

希望日・時間を電話等で事前にご連絡のうえ、お越しください。 

尚、ご来所の際は、マスクの着用、手指消毒などの感染症予防のご協力を 

お願いいたします。また、体調がすぐれないときは来所をご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・ご予約は・・・ ☏７３－２２０５ （成田市吉岡 4-1） 

指導 

科目 

大栄本所 

13:00～16:00 
下総支所 税理士 

所
得
税
・
消
費
税
申
告
等 

２月２４日(金) 
指
導
会
は
行
い
ま
せ
ん 

辻村 茂樹 

３月 ３日(金) 藤井 裕士 

３月 ７日(火) 辻村 茂樹 

３月 ９日(木) 藤井 裕士 

３月１３日(月) 藤井 裕士 

３月２４日(金) 辻村 茂樹 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

                  

▶手数料 

◆年末調整（源泉所得税） 

◇従業員４人まで 1,000 円 
（非会員４人まで 2,500 円） 

◇従業員５人以上 2,000 円 
（非会員５人以上 5,000 円） 

◆所得税（決算）4,000 円 
（非会員 10,000 円） 

◆消費税（一般）2,000 円 
（非会員 5,000 円） 

◆消費税（簡易）1,000 円 
（非会員 2,500 円）       

千葉県最低賃金(時間額) 

令和４年１０月１日より 

 

       円 

《女性部活動》 

 

９８４ 

所得税・消費税 
確定申告等個別 

成田市東商工会 

 優良従業員表彰の実施について（事業主推薦書提出のお願い） 

相
談
期
間 

令和４年１２月号 

TEL 0476-73-2205 

FAX 0476-49-3004 

必ずチェック‼ 

最低賃金 

年末調整や確定申告の手続きには、事業主・従業員・扶養の方のマイナンバーが必要です 

申請期限間近！なりた中小企業等事業復活支援給付金のご案内  

成田市では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価の高騰の影響を受けてい

る市内事業者の事業の継続・回復を応援するため、国の事業復活支援金を受けた事業者を対象に

給付金を給付しています。必要書類を揃えて下記の宛先まで郵送してください。 

なお、提出期限を過ぎた場合、対象事業者であっても給付することができなくなります。 

《連 絡 先》 なりた中小企業等事業復活支援給付金担当 

電話：０４７６―２０―１５３５ 

受付時間：午前９時から午後５時まで（平日のみ） 

《提出期限》 令和４年１２月２８日（水）（消印有効） 

《対 象 者》 成田市で事業を営んでいて国の事業復活支援金を受けた事業者 

《交 付 額》 中小法 人等：一律２０万円 

       個人事業者等：一律１０万円 

《申請方法》 郵送のみ 

《必要書類》 ①なりた中小企業等事業復活支援給付金交付申請書兼請求書 

       ②国の「事業復活支援金」の給付通知書（はがき）の写し 

       ③履歴事項全部証明書または本人確認書類の写し 

       ④交付申請書兼請求書記載の銀行口座通帳の写し 

       くわしくは申請要項を参照 

《郵 送 先》 〒286－8585 成田市花崎町 760 

なりた中小企業等事業復活支援給付金担当宛 

 なりた中小企業等事業復活支援給付金サイト  

令和４年１１月２５日（金）に毎年恒例の「花の寄せ植

え講習会」を開催致しました。 

また、１２月９日（金）には神奈川県にて視察研修会を

開催し、久しぶりに部員の親睦を図りました。 

【作業風景】 

【完成作品】 

【集合写真】 

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルにて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『記帳のお手伝いをします』 

商工会では、個人事業者に対してコンピ

ュータによる記帳代行を行っています。 

 ＊日々の帳簿付けや確定申告時期に

毎年お悩みの方 

＊消費税の申告でお悩みの方など 

ぜひご相談下さい 

 ✰商工会が推進する商工貯蓄共済のご案内✰ 

貯蓄と保障がそろった会員さんのための共済制度です!(^^)! 
 加入できる方：商工会会員とその家族、従業員（６歳～７０歳） 

共済掛金：１口 ２，０００円 安い保険料で大きな保障（３０口まで） 

加入期間：１０年・５年満期 更新時は健康状態にかかわらず継続ＯＫ！ 

①30 才男性・10 年満期の共済に 

1 口加入で，年間 24,000 円 

 共済掛け金のうち 21,036 円は貯金です。 

 （年齢により積立金は変わります。） 

10 年後の積立金約 210,360 円＋利子と配当金  

②45 歳以下の方が加入（男性・女性とも）で 

10 年満期の共済に 1 口加入あたり、万が一 

の場合（死亡・高度障害・リビングニーズ） 

共済金 100 万円と積立金が支払われます。 

（４７～54 歳 50 万円・55 歳以上 25 万円） 

専従者・従業員に給与等を支給している事業主は 

源泉所得税の納付が必要です。納税税額がない場 

合も報告が必要です。７月～１２月の特例納付の 

ご相談は随時行っておりますので、事前にご予約 

の上ご来所ください。締切は１/２０（金）です。

源泉所得税の納付に関するお知らせ 

 

《制度のメリットのご案内》 

○現役引退後の生活資金を確保 

○共済金の予定利率は 1.0％ 

○掛金 月額 1,000～70,000 円 

で自由に選べ、増額・減額も可能 

○掛金 全額所得控除 最大８４万円 
○共済金は税法上優遇される退職所得(一括

受取)または公的資金等雑所得(分割受取) 
○共同経営者の加入は２名まで可能 

小規模企業共済 (事業主の退職金)  

《制度のメリットのご案内》 

○誰にでも起こりうる取引先の倒産という、

もしもの場合に備えることができる 

○毎月の掛金は全額 損金（法人）または 

必要経費（個人事業）に算入可能 

○掛金 月額 5,000～200,000 円 

で自由に選べ、増額・減額も可能 

○「私的整理」の場合でも共済金の貸付対象に  

○共済金の貸付限度額 最高 8,000 万円 

○貸付期間 最長 10 年 

節税対策におすすめの共済 

経営セーフティー共済(倒産防止) 


